
G-MIS ログイン

定期又は新規報告におけるマニュアル等の配置先・名称について（令和５年度定期報告）

本説明は、報告方法（定期又は新規報告）により、ご使用頂くマニュアル等が異なるため、
貴施設における報告方法のご確認方法と使用頂くマニュアルの配置先と名称をご案内するものです。

●病院等の場合は「医療機能情報提供制度」ボタン、薬局の場合は「薬局機
能情報提供制度」ボタンをクリックし、本制度のホーム画面に遷移します。
　※以降は「医療機能情報提供制度」の画面で説明します。
　※「薬局機能情報提供制度」も同様の手順です。

２　G-MISホーム画面

１　G-MISログイン

●下記 URLにアクセスして以降の手順でG-MISにログインしてください。

①　ユーザ名を入力します。
②　パスワードを入力します。
③　「ログイン」ボタンをクリックすると接続先選択画面が
　表示されます。次に「G-MIS」ボタンをクリックすることで、
　ホーム画面が表示されます。
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https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjG743vpayDAxUbr1YBHXFPDIQQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.g-mis.mhlw.go.jp%2Fs%2F&usg=AOvVaw2L95eoah4g4uqDnHle0uJp&opi=89978449


【新規報告時にご確認していただくマニュアル等】
 ●医療施設（病院、診療所、歯科診療所、助産所）及び薬局共通
  ・G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_新規報告
  ・【病院等・薬局向け】令和6年1月以降の定期報告時等に注意をお願いしたい事項

 ●医療施設（病院、診療所、歯科診療所、助産所）
  ・報告事項説明資料（医療）
  ・【別紙】専門性資格の報告について

 ●薬局
  ・報告事項説明資料（薬局）

【定期報告時にご確認していただくマニュアル等】
 ●医療施設（病院、診療所、歯科診療所、助産所）及び薬局共通
  ・G-MIS_操作マニュアル_報告機関用_定期報告
  ・【病院等・薬局向け】令和6年1月以降の定期報告時等に注意をお願いしたい事項

 ●医療施設（病院、診療所、歯科診療所、助産所）
  ・報告事項説明資料（医療）
  ・【別紙】専門性資格の報告について

 ●薬局
  ・報告事項説明資料（薬局）

３－２　「定期報告」が選択可能（青色）となっている場合　（「新規報告」ボタンは、グレーアウトされ使用不可）

３－１　「新規報告」が選択可能（青色）となっている場合　（「定期報告」ボタンは、グレーアウトされ使用不可）

３　報告方法（定期又は新規）によって、ご確認いただくマニュアルが異なります。
貴施設の報告方法（以下、「３－１」又は「３－２」）ご確認し、４に配置しているマニュアル等を必要に応じてご確認ください。
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